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はじめに 
 「尊厳」とは、辞書によると「尊くおごそかなこ

と。重々しくいかめしいさま」(国語大辞典)を意味

するが、とくに、「あなたは、あなたの人格ならび

にあらゆる他者の人格における人間性を、常に同時

に目的として使用し、決して単に手段として使用す

ることがないように、行為しなさい。1)」というカ

ントの命法に代表されるように、人間について、他

の事物等と区別された独自の価値をもつものであ

り、人間をそれにふさわしく尊重すべきであるとの

考え方につながるものと考えられてきた。現代にお

いてさまざまな倫理的な問題を考える場合の基礎と

なる概念の一つであるが、一方で、とくに生命倫理

学の諸問題においては、人間の生命の不可侵性の主

張と結びつけて考えられることが多く、論議の的と

なってきた概念でもある。 

 それはよく知られるように、とくに医療技術の進

歩に伴って、胎児の生命やＥＳ細胞の身分や扱いを

めぐる問題など、過去からの法的・倫理的基準では

さばき切れない問題が出現してきたことに伴い、人

間の命をどうみるかという問題が改めて問われるよ 
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うになってきたことと関連している。この論争にお

いては、大きく分けて尊厳主義と自由主義とでも大

別すべき主張があり、対立している 2)。 前者は、

人間の生命の尊厳をもっとも重要な価値と見る立場

であり、後者は、人間の自律をもっとも重視すべき

価値と考える立場であるといえる。 

 人間の生命の尊厳を原則とする立場は、特に、世

界の中での人間の存在を特別なものと見る古来の西

洋的な伝統、とくに宗教的な伝統に結びついている

と思われる。典型的には、再生医療研究や着床前診

断等や人工妊娠中絶などの問題において、人間の生

命の不可侵性の原則を重くみて、概して人の生命の

価値を評価することに否定的であり、先端医療技術

の推進に対しても慎重な姿勢を見せる立場である。 

 これに対して、医療技術進歩を重視し、その前提

となるＱＯＬ評価を肯定する立場がある。たとえば

ＱＯＬ（生命の質）を評価し、その評価によって

は、人間の生命の短縮につながる医療、研究行為を

認めようとする。人間観としては、自律を人間の本

質とみなし、それを倫理的問題を扱う基準とする立

場である。その場合、阻害要因となりがちな、人間

の尊厳（絶対）主義に対しては批判的姿勢がとられ

る。これを自由主義（リベラリズム）の立場と呼ぶ
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要 旨 

「人間の尊厳」は、医療を含むさまざまな場面で、人間尊重の根拠となる概念として使われ

るが、その概念が漠然としていることなどもあり、「人間の尊厳」の概念を医療生命倫理の議

論において用いる意義を疑う立場もある。これに対して本稿は、「人間の尊厳」という表現の

意味について、私たちの日常の言葉の使い方の分析を手がかりに、類似する表現である「生

命の尊厳」との対比の中でその特徴を考え、「人間の尊厳」の概念の意義を新たな視点から評

価することを目指した。具体的には、生命尊重と漠然と同一視されるような人間尊厳の尊重

とは異なる、人間尊厳の考え方やその尊重のあり方についての一提案を試み、またそれが生

命・医療倫理において、人間の生命の始まりや終わりなどを理解する上で、どのような意味

を持つかについて筆者の見通しを示したものである。 
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ことにすれば、強い自由主義の立場では、人間の尊

厳の主張そのものが、生命医療倫理の文脈では不毛

なものであるとして否定される。しかし人間の生命

の尊厳という概念を用いる意義自体は否定せず、

「尊厳」の意味の解釈を変更し、現代医療の直面し

ている現実的問題への積極的解決につなげようとす

る方向の主張もみられる。 

 尊厳主義をとるある論者は、法学の立場から、

「リベラリズムの思想は，社会的および政治的には

「個人の尊重」を唱え，国家と集団主義に対して権

利の意識を強めるためには役立つが、生命法の分野

では非常に貧困な思想であると思われる。3)」と自

由主義の立場を批判している。その理由は、「リベ

ラリズムの発想では，「個人の尊重」を尊厳主義が

捉えるのと同じようには理解せず，個人の「自由」

だけを最高の価値ないし「最高善」 (summum 

bonum)として捉えるからである。4)」という。 

 一方、自由主義の立場に立ちつつ、人間の尊厳の

内容を、現代の多元主義的で世俗主義的な現代社会

に適合させる形で、再解釈しようとする立場があ

る。その論者の一人は次のように述べている。 

「もう一方の伝統では、「人間の尊厳」によって

特徴づけられる人間存在の特別な倫理的地位は、

正常な人間存在が有する特別な能力により正当化

される。この能力が最も重んじるのは、人間存在

が自己自身の生を自律的に営むことができる点、

それも、その存在がみずから打ち立てた道徳的規

則に照らして決定および判断できるという意味で

自律的に生を営むことができるという点である。
5）」 

 これは、人間固有の能力である自律の能力に人間

の尊厳をみることによって、自由主義と尊厳主義の

対立を解決しようとする考え方である。こうするこ

とにより、自律は、理性的な判断と自己決定の原理

であるとともに、そのような自律の能力をもつこと

自体が、人間の尊厳の根拠として位置づけられるこ

とになる。クヴァンテはこの人間の自律性を、相互

主観的な相互承認関係の基準によって補足すること

によって、現代の生命医療倫理の問題に対処可能で

あるとしている。 

 このように人間の自律を人間尊厳の根拠とするこ

とは、たしかに尊厳主義に対する反論、ないしは尊

厳主義と自由主義との融合のための議論の一つの方

向性を示すものであるが、果たしてそれはそのよう

な目的にとって十分なものであろうか。とくに生命

医療倫理における人間尊厳の尊重のための根拠とし

て十分なものであろうか。 

 ヨンバルト等が指摘しているとおり、強い意味で

リベラリズムの立場をとった場合、自律の能力が欠

如している者の尊厳はこの基準によって尊重される

ことになるかといえば疑問が残る。またこの立場か

ら、ＱＯＬの低下による対象の生命の短縮の正当性

の説明をつきつめてゆくと、難点が見いだされるよ

うに思われる。すなわち、ＱＯＬに人間の尊厳をみ

る立場は、ＱＯＬが「生命」の質であるかぎり、生

命の存続している人間の状態同士を比較することし

かできないのではないか。しかしＱＯＬによって人

の死を早めることを認める考え方は、実質的に、人

の生前の生命の質だけでなく人の死後の生命の質を

も語っていることになるのではないだろうか。「人

の死後の生命の質」とは一種の形容矛盾である。た

しかに、生前の生命の質を、生死に関わる問題を考

える上での基準とすることはまちがいでないと、筆

者も考えるが、死によって人の存在が丸ごと絶たれ

るという事態についての疑問に対しては、何らかの

答えが必要であろう。先取りしていえば、それなら

ば、生命そのものというより、その生命を生き又失

う主体として「人間」を位置づけることで、このよ

うな疑問にも答えられるのではないかというのが、

本稿の考え方である。 

 

１．議論の視点と方法 

 さて今日、医療などにおいて語られる「人間の尊

厳」は、医療などにおいて語られる「人間の尊厳」

の内容についての理解は一様ではない。すでにみた

ように、ある人たちはそれを人間の生命の不可侵性

に結びつけ、ある人たちはそれを人間の自律に結び

つけている。このような状況は、人間の尊厳という

ときの「人間」が何を意味しているかが必ずしも明

瞭でないことに関係しているのではないか。 

 以下では「人間の尊厳」の内容を、とくに生命倫

理との関係において、その特徴を考えてみたいが、

「人間の尊厳」の定義から始めるのではなく、この

表現を私たちが実際にどう使っているかを分析し

て、そこから何がいえるかを考えてみたい。「人間

の尊厳」はやや抽象的で漠然とした表現であるが、

原則的には、個々の場面におけるその使用が「自

然」ないし「正常」であるかどうかを判別する言語
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的ないし倫理的直観を私たちはもっているはずであ

る。言語の使い方の分析を通じて、「人間の尊厳」

という場合の「人間」について、どんな特徴がある

かを検討してみたい。「人間」や「人間の尊厳」を

どのように定義するとしても、結局、それらの表現

についての私たちの使用の仕方に照らして、妥当で

あるということが、その定義が適切であるというこ

との条件となるはずである。それならばまず用法の

分析から始めることが、適当であろう。私たちが求

めるのは、このように使うという定義の宣言ではな

く、私たちが明示的に定義できないとしても、暗黙

に理解しているその特徴を、用法から分析し、解明

するということである。 

 以下の考察においてとるもう一つの工夫は、「人

間の尊厳」と関連する別の表現との意味の違いに注

目するということである。その表現とは、「人間の

尊厳」と区別されずに使われることもあると思われ

る「生命の尊厳」という表現である。両者の違いに

注目することによって、「人間の尊厳」のある特徴

が明らかになるであろう。 

 そこで以下の考察では、「人間の尊厳」「生命の尊

厳」、又はそれに関連する表現をとりあげ、それら

が日常において使われる場合に、それが私たちの言

語的ないし倫理的直観によって自然的（natural）と

見做されるかどうか等を判定し、その結果を所与の

言語的事実として、言語哲学的に分析することにす

る。 

 

２．人があることと生きていることの差異 

 私たちは、とくに医療やその倫理に関連した文脈

において、「人間」や「生命」あるいは「人間の生

命」といった表現を主語として、その尊厳について

語ることがある。しかもそれらの意味の区別や相互

の関係についてあまり意識せずに語ることが少なく

ない。このようなケースで「尊厳」を帰属させる主

体として、私たちが念頭においているのは、通常、

生きている人間であり、その限りで、人間の存在と

人間の生命（生存）は、ほとんど交換可能な表現と

見なされているといえよう。（よく知られる通り、

英語のexistenceやドイツ語のDaseinといった単語

は、とくに現代の西洋の哲学では、しばしば人間の

存在そのものに重なる意味をもち、またその生存を

表す言葉として用いられる。）日本語においても、

人が生命を失う（死ぬ）ことを、人が「亡くなる」

（無くなる）と表現する。こうしたことは、人の存

在が、何らかの意味でその人の生存と一体の事柄と

して考えられていることを示唆している。こうし

て、私たちはある意味において、人が存在すること

と、生命をもつこととをほとんど同じ事柄として理

解していると考えられる。 

 さてこの問題を考えるための手がかりとして、ま

ず人間に限らず、何かが存在するということ、とく

にそれが、「私たちにとって」存在するということ

の意味を考えてみることにする。私たちが何かにつ

いて語るということができるためには、私たちがそ

れについて語るところの「何か」が存在していなけ

ればならない。そうでなければ私たちは何ものにつ

いても語っていない(speaking of nothing)ことにな

り、つまり無意味であることになるように思われる

からである6)。 

 この命題を、一人の人間について当てはめてみる

ならば、ある人について語ることが有意味であるた

めには、その人が何らかの意味で存在しなければな

らないことになるであろう。そしてその人が存在す

るということが、その人が生きていることと同じこ

とであるならば、私たちがその人について何かを有

意味に言明するためには、その人が生きていなけれ

ばならないことになる。 

 しかし私たちの日常の言葉の使い方を振り返って

みると、これは事実に反するのではないだろうか。

私たちは生きていない人についても、有意味な言明

をなし得る。生きている人と同様、生死不明の人に

ついても、全く同様に有意味な言明をなしうる。一

昨日登山にいったが、滑落事故で死亡したことを私

が知らされていない友人について、私が、「太郎は

今頃登山帰りの電車に乗っているころだろう」と言

うとする。この場合「太郎」についての言及は、太

郎が物質的な対象と見られた場合には、対象の指示

に失敗しているといえるとしても、依然としてある

意味で有意味である。つまり亡くなった「太郎」と

いう人間を指示しているのである。 

 私たちがある人について語るとき、その人の生

死・存否に関わりなく、私たちは誰かについて語っ

ている(speaking of somebody、語っている当の対象

となる人がある）ことが含意されている。つまり私

たちが語る主題となっているその何ものかは、私た

ちの言語的文脈においては存在していなければなら

ない。しかしその主題とされている何かが物理的・
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生物的に現存するということは、必ずしも必要でな

い。 

 誰かについて私たちが有意味に語りつつ、しかも

その人が存在しない（生存していない）ということ

は可能である。たとえば、英語では“He has been 

dead for three years.”(「彼が死んでもう三年にな

る」)と、私たちは語る。それどころか彼がまさに

私たちの言語的文脈において同一のものとして存在

していると考えるからこそ、私たちはその人につい

て、あの時はこうであったが、いまはこうであると

いった具合に語ることが可能になる。それはその人

のさまざまな状態の変化を通じてそうであり、おそ

らくその人が記憶喪失を起こしていて過去の自分に

ついて知らなくてもそうであろう。なぜなら私たち

は、過去の記憶を失った人について、「彼は自分の

過去についての記憶を失った」というとき、まさに

記憶を失う前後の変化を通じての彼の同一性を前提

しているからである。この前提が成り立たなけれ

ば、「変化」したと語ること自体が無意味になる。

だとすれば、彼の人間（人格）の同一性は、彼の物

理的・生物的性質や状態に依存しない何ものかであ

ることになる。それらは私たちがそれを認識するた

めの目印にはなるが、私たちの言葉の使い方からみ

れば、存在における同一性を形作るものではないと

考えるしかないと思われるのである。 

 ではそのようなものの存在とはどのようなものな

のか、という問題には、ここでは立ち入ることがで

きない。ここでいえることは、ただ私たちは、私た

ちの言葉の使い方から理解される私たちの人間につ

いての見方には、少なくともそういうことが含まれ

ているということである。この変化ということをさ

らに拡張して考えるならば、上述のような変化には

人の死も含まれると考えてよいのではないだろう

か。人の死の前後におけるその人について語ること

ができるということは、死や死の前後の状態がそれ

について語られ得るところの同一の私があるという

ことを前提している。 

 先に触れたとおり、たとえば重病者のＱＯＬにつ

いて言及するとき、私たちは暗黙のうちに、生前の

ＱＯＬの比較の対象となる、死後のＱＯＬともいう

べきものについて語っている。そのかぎりにおい

て、人としての人は、ある意味で生物的生死にかか

わらず存在しているといえよう。「もし彼が生きて

いたら」あるいは「彼が今も意識をもっているとし

たら」、かくかくの選択をしたであろう、といった

言明も、私たちの倫理的直観に照らせば、有意味な

言明であると考えられるであろう。この場合、私た

ちは彼が生きているかのように考えることを適切と

考えるのだといえるであろうが、それはすでに死ん

だ人について、あたかも生きているかのように語る

というだけでなく、生死や意識の状態を含む状態と

は別に、彼について語ることを有意味とする何らか

の基盤があると見做すべきではないか、ということ

である。 

 

３．人間と人間の生命の関係について 

 しかしそれでも生命の存在は、次のような疑いに

よって、人間が実在することにおいて要となるよう

な或る重要性をもった条件であると反論されよう。

すわなち、おとぎ話の登場人物、たとえば白雪姫を

考えてみると、白雪姫について、私たちはある意味

で有意味に何かを語ることができるが、しかし白雪

姫と、私たちが「実在の人物」として語る人間との

間にはやはり差がある。白雪姫と実在の人物の違い

は、実在の人物は言語的な文脈を超えたある種の

「外的存在」をもっているという点にある。これは

たしかに私たちの言語と思考から紡ぎだすことがで

きない何かであるといわれることであろう。 

 このように考えるとき、人間が実在するために必

要なのは、ある歴史的時間、空間的位置において生

命をもつことであるといって差し支えないであろ

う。その意味で、命をもつ、あるいは生きている、

ということは、その人が「ある」ということにおい

て、特別な意義をもっていることはたしかである。 

 以上のような「人間」と「生命」の見方の特徴

を、特に生命医療倫理において一般的に採られてい

る「人間」と「生命」の見方に即して、さらに考え

てみたい。たとえば、胎児が、単なる生物としての

ヒトではなく、人間（人格）でもあるかどうかが問

われるとき、あるいは脳死状態の人間は人間として

生きているかと問われるとき、このような問いにお

いて前提されているのはどういうことであろうか。

それは、生物的ないし医学的に同定可能な生命現象

のうちに、人間を他の生物から区別する高次の生命

現象があるということであろう。まず生物としての

基盤があり、その上に重層的構造のもとに成立する

人間としての特徴（人格性）が7)、発生したり消滅

したりするということであろう。人格性とはこのよ
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うな人としての人の特徴であると考えられてきた。

胎児は妊娠期間における発育過程で、あるとき人格

性の最低条件を備えるようになる。生物としてのヒ

トであったものが人間となる。また、脳死を人間の

死と認める立場に立つならば、脳死者は脳死に至る

過程で、人間性（人格性）の条件となる特徴や状態

を喪失し、ついには人間としての死に至り、なお短

期間ヒトとして生きた後生物的にも死ぬ。 

 ここで、このように生物学的・医学的に考えられ

た「人間の死」と「人間があること」とは、どのよ

うな関係におかれているかを考えてみよう。人が生

命を失うということは、その人間が存在しなくなる

ということである。それはある生物的性質や状態を

もっていた生物が、それを失うことである。これは

何を意味しているだろうか。 

 もし、生物の生物としての存在の終わりを生命の

喪失にみるとするならば、人間の人間たる根拠を生

物的基盤に求めるかぎりは、生命が完全に失われる

とき一人の人間が存在しなくなるといえる。また、

生物的生命が完全に失われていなくても、多くの他

の生物が持たないであろう人間固有の特徴ないし状

態が失われただけでも、たとえば脳死の場合におい

て、一人の人間が存在しなくなったといえるであろ

う。 

 しかしこの見方は、生物的なヒトとしての人間だ

けでなく、人格としての人間をも、生物的な性質へ

の還元してしまう見方である。生物的現象があり、

その特殊なもの（理性や意識など）として人間性

（人格性）が存立するという考え方である。人間は

生命として発現するものであるから、生命の完全な

喪失または生命の人間的部分の喪失とともに人間の

存在も終わるということになる。このような見方は

私たちがここまで考えてきた立場に対立するように

思われるであろう。これをどう考えるべきであろう

か。 

 こういう区別を立てることができるのではないだ

ろうか。「人間が存在する」ことと「人間的な性質

や状態を失う」ことの区別である。もし意識であれ

理性あれ、何らかの性質が人間の本質を形作ると

し、したがってその性質の存在が人間が存在するこ

との必要条件であるとしたら、その人間はそれらの

性質ないし状態（生存を含むと考える）の消失とと

もに、定義上、その人間は存在しなくなると考えら

れよう。しかし、どのような性質や状態によって

も、人間の存在を定義することができないような、

「人間」という言葉の使い方が存在するとすれば、

そのような使い方に沿って考えるかぎり、さまざま

な性質や状態の喪失ないし変化によっては、そのよ

うな意味で指示された人間の存在に、影響は及ばな

いことになる。これは「人間の尊厳」について、私

たちが先に論じてきたことによって裏付けられるで

あろう。 

 生物学的・医学的な人間の定義は、ヒトの科学的

定義としてはむろん正しいであろう。それは、人格

としての人間とはひとまず区別された、生物として

のヒトについての定義だからである。問題が起きる

のはそれが人格としての人間の条件を語る場面にお

いてもちだされるときである。それは、私たちの倫

理的直観に反する疑いのもたれる結論を導く可能性

がある。エンゲルハートの、「厳密な意味での人

格」と「社会的意味での人格」の区別8)は、生物

的・医学的基準によって人格の範囲を定め、厳密な

意味での人格の範囲に入らない人間は、社会的意味

での人格と見做すことで、この問題を回避しようと

するものであるが、人格の中にこの種の差別を設け

ることには疑問が残る。 

 『倫理学百科事典』の「人格（person)」の項で

は、人格の定義をめぐる問題が次のように整理され

ている。 

「「人格」の定義を示すのは、典型的には以下の３

つの形式のうちの１つである。 

１．人格とは全ての人間、そして人間のみである。 

２．人格とは、道徳的身分（または最高の道徳的身

分）を所有する存在の全て、そしてそれのみであ

る。 

３．人格とは、属性Ｆを示すような全ての存在、そ

してそれのみである（ここで、Ｆはふさわしく高

められた何らかの認識能力を表示する）。 

〔…〕先に注意した通り、最初のタイプの定義は、

日常的な語法に最もよく一致する。しかし、人格性

を道徳的に重大な概念と解する哲学者で、このよう

な定義を出している人はほとんどない。9）」 

 ２のタイプの定義では、どのような対象が「道徳

的身分」を所有するのかが不明である。３のタイプ

の定義には、Ｆの内容については、生物学的・医学

的性質を含めて、人の考え方は分かれる。また、私

たちが日常的に「人間（人格）」の範囲に含めるす

べての対象を含み、そうでない対象を含まないよう
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な条件を示さなければならない。しかしそれに成功

したとしても、なぜそれが特別な尊重に値する存在

としての人格の条件になるかという問題が残る。人

間のＤＮＡをもつ生物として人間を定義する場合が

そうであろう10)。 

 このように「人格（人間）」の定義を対象の性質

や範囲の規定によって十全に定義しようとすること

は容易ではない。これに対して本稿における私たち

の考え方は、「人間（人格）」の範囲に当てはまる対

象の性質というより、むしろ「人間（人格）」やそ

れに関連する「人間の尊厳」といった表現が、どの

ように使われるかに注目したものである。踏み込ん

でいうならば、このような意味での「人間」は、言

語的にいえば、何らかの対象を指す言葉であること

であるというより、さまざまな性質や状態などが帰

せられる主体のことである。そしてこの主体は

「私」という人称代名詞によって指示され得るよう

なものである。 

 生物的その他の性質によって、このような意味で

の「人間」を定義することができないと考えられる

理由の一つはそこにある。もし生物的その他の性質

について考える場合、たとえば脳機能に関連するよ

うなさまざまな機能について語ることはできても、

「私」という代名詞によって指示されるこの私の特

殊な人称性について語られるような事柄は説明でき

ない。性質や機能は一般的なものであるが、特定の

場面内で指示的に働く「私」の人称性は、そうした

性質とはあり方の次元がちがうものだからである。

「私」が一定の生命的性質や機能をもつということ

は自然であるが、生命の一般的な性質や機能から

は、「私」は発生しない。それは「自己意識」であ

ると反論されるかもしれないが、一般的なものとし

て語られた場合の自己意識は、同一の場面内におい

てただ一人しか存在しない「私」ではなく、それ例

が複数存在する一般的なものにすぎない。 

 

４．「人間がある」とはどういうことか 

 「私」という人間は、私が出生し、ある自然的・

歴史的環境のもとで生活し、死んでゆく、その諸々

の性質や状態が帰属する主体である、ということに

よって特徴づけられる何ものかである。私たちはそ

の特徴を、それらにまつわる言葉づかいをもとにし

て考えてきた。ここで反論されることであろう。そ

のような「人間」なるものは、単なる言語的・論理

的な機能に過ぎず、それに対応するような「何か」

が存在すると考えられるか、また存在したとして

も、それがどのようなものであるかを知る術はない

のではないか、と。 

 このような疑問について考えるため、カントの主

著『純粋理性批判』の「純粋理性の誤謬推論」の節

で展開された自我論を取り上げてみたい。カント

は、カント以前の伝統的な形而上学を批判して、

「私は考える(ich denke)」という命題だけに基づい

て、自我についての知識(時間を通じての自我の同

一性など)を認識することができるとする、伝統的

な形而上学の議論は誤っていると述べ、次のように

論じる。 

「それゆえ、私は考えるは合理的心理学の唯一の

原典であって、そこから合理的心理学はその全知

識を展開すべきである。容易にわかるのは、私は

考えるというこの思考は、それが一つの対象（私

自身）に関係づけられるべきであるなら、この対

象の超越論的述語以外の何ものも含み得ないとい

うことである。というのは、経験的述語がいささ

かでも含まれていると、この学のすべての経験か

らの合理的純粋性と独立性とが損なわれることに

なろうからである。11)」 

「意識は、すべての表象を思考にする唯一のもの

であり、したがってすべての私たちの知覚は、超

越論的主体としてのこの意識において見いだされ

なければならず、また私たちは、自我（Ich)のこ

うした論理的意義以外には、主体ならびにすべて

の思考の根底に基体(Substratum)として存すると

ころの、この主体自体そのものについていかなる

知識(Kenntnis)をももってはいないからである。
12)」 

 ここでカントは、「私は考える」という概念ない

し命題は、それが私たちの知覚が私の思考となるた

めには、知覚がそのうちに見いだされるべき主体と

しての意識であるとはいえるが、私たちは、主体と

しての自我について、このような「論理的意義」を

もつこと以外には、何も知ることができないといっ

ている。もし「私」についてそれ以上のことを知ろ

うと思うなら、時間の内に生起する感覚に基づく知

覚を持たなければならないが、単なる自我の概念

は、定義上、そのような知覚から純粋、独立なもの

だからである。そして自我(「私」)の同一性も、私

の時間経過のうちで生起するさまざまな現象の一種
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として、知覚なしでは知識を持ち得ないというので

ある。 

 このカントの議論を詳細に論じることは本稿の主

題から外れるし、紙幅的にも不可能なので、ここで

は以下の点だけを指摘したい。 

 たしかにカントの指摘はまちがっていない。時間

という形式のもとで生じる現象としての私について

の経験的知識は、カントの定義に沿っていえば、こ

の現実的生命に伴う知覚を通じてしか得られないと

いうことは正しい。そして主体ないし基体としての

自我については、それがカントにとって定義上経験

的なものから純粋でなければならない以上、経験的

知識を得ることができないということも正しい。し

かし、ここで区別する必要があるのは、それを知覚

によって知るということが意味を成す事柄と、それ

を知覚ないし経験によって知るということがもとも

と意味を成さない事柄、である。前者の場合には、

経験的に知ることは意味をなすが、つまり原理的に

は経験的に知ることができるが、実際には私たちの

能力の物理的限界などにより知ることができない。

それに対して、原理的にそれを経験的に知るという

ことが意味を成さないという意味で、それを経験的

に知ることができない場合がある。どちらも「経験

的に知ることができない」のであるが、この二つの

不可能性の意味は異なる。 

 上の引用箇所でのカントの説に従うかぎり、自我

についての知識はすべて自我についての述語を提供

する知覚経験に依存するものであることになろう。

しかしそういえるであろうか。知覚経験を通じて得

られる自我についての述語につけ加わる、「私は考

える」の機能が単に論理的なものであるとしたら、

私についての述語を集めれば、それは私についての

知識と同じものであることになるが、いくら私につ

いての経験的述語を羅列してみても、それはあくま

で経験的述語の集合体であって、「私」そのもので

はない。主語がそれだけでは「論理的意義」しかも

たないというなら、同様に、述語または述語群もそ

れだけでは論理的意義しかもたないというべきであ

ろう。そして、「私」という主語が、私についての

述語の束によって置き換えることはできないとすれ

ば、「私は考える」の機能を、カントの主張するよ

うに、「単に論理的」なものと言い切ることには問

題が残るといわざるを得ない。私についての諸述語

が意味をもつということが意味を成すなら、同様

に、諸述語が述定されるところの主語としての

「私」も、意味をもつといわなければ、合理性を欠

くであろう。 

 さて、私たちが、言葉の使い方の分析から考えて

きた「人間」とは、カントがいう主体ないし基体と

しての「私」である何ものかである。それは時間と

いう枠組みのなかで私たちが知る経験的述語を担う

何ものかである。経験的述語は時間の形式のうちに

おいて現れるものであるが、それによって尽くされ

るものではなく、他の可能な述語をも担い得るもの

である。私たちが経験的に知るのは、私たちが経験

によって知るところの経験的知識だけであるが、そ

れが私についての述定され得ることのすべてである

とはいえない。 

 私たちの経験は私たちが生命をもつかぎりにおい

て生じるものであり、知られる現象としての私につ

いての経験的述語がこの生命の限界内の出来事に関

するものでしかないということは、トートロジカル

に真であるが、しかしこのような述語を帰属させら

れる主体としての人間（「私」）自身は、このような

時間や、時間のうちにある生命によって限界づけら

れたものとは異なる何ものかであると考えられるの

である。それらの述語が述定される主語としての私

は、それらの述語と同一ではなく、誤解を恐れずに

いえば、それが述定されるある種の基体のようなも

の13）であると、私たちは考えているといってよい

であろう。繰り返しになるが、この基体と、経験的

諸述語との関係をどのように考えるかといっ問題に

ついて、本稿ではこれ以上踏み込んで考察すること

はできない。私たちにとって大切なことは、言語の

使用の仕方を事実とするかぎり、私たちが主体とし

ての人間を、私という人間についての経験的な諸述

語とは別の何ものか（それがどのようなものである

かという問題は別にして）として認めることになる

ではないかということである。 

 

５．「人間の尊厳」と「生命の尊厳」の関係につい

て 

 以上のような「人間」があることの特徴付けか

ら、「人間の尊厳」と、「生命の尊厳」や「人間の生

命の尊厳」との違いを考えることができるであろ

う。「生命の尊厳」という場合には、時間のうちで

変化し消滅するものとしての生命、又は生命と一体

のものとしての人間の価値を意味するものと考えら
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れよう。「人間の生命の尊厳」は、「生命の尊厳」と

同じ意味で使われることもあるが、これと区別して

使うときには、生命一般ではなく、生物一般として

の生命と人間として生きていることの区別及び両者

の境界を意識し、生物として生きていながら、人間

としての生のための条件が失われ、あるいは損なわ

れていることに言及する場合に使われることがあ

る。しかしこの場合も人間が生きていることと、人

間があることとは、ほぼ同じことと考えられている

といってよいであろう。 

 それに対して、「人間の尊厳」という表現は、人

間を生命そのものとは同一視せず、かえって生命現

象もが述語される主語（主体）として独自の存立を

もつもの（人間）の尊厳であると考えることができ

る。ただし、特定の時間のうちに現象する生命現象

も、その主体としての人間についての述語を構成す

るものであるから、生命の尊厳も人間の尊厳の一部

を構成するといえよう。しかし人間がそのような生

命のうちで生じる述語群とそのまま同一ではないか

ぎり、人間の尊厳が成り立つ場も生存という視界に

限定されないものである。 

 主体性はそれについての述語が帰属する主体であ

るという論理的な役割と結びついたものであるか

ら、生物的な生命が展開する時間という次元からあ

る意味で独立している。人が生命を失うことは、人

が存在しなくなることではない。生命やその状態の

変化・喪失の前後において、人の尊厳自体に変化は

起きないというべきである。厳密には、人間の尊厳

は時間のうちに成り立つものではないので、たとえ

ば死後においてもその人の尊厳を尊重すべきである

というとき、時間のうちにおいてそれに応じた行為

をなそうとするなら、そのように語ることが必要で

あろう。ただし、人間であることにおいては変化は

ないが、時間のうちにある状況は個別に異なるの

で、その状況に応じた仕方で、不変である人間の尊

厳を尊重することが求められる。 

 

 それでは、「人間の尊厳」について以上のような

見方をもつことには、生命医療倫理において、どの

ような意味があるだろうか。それはひとことでいえ

ば私たちの生命の限界を超えて、人間の尊厳を語り

得るということである。たとえば死者について、私

たちは死者を死んだ「人間」として、生者とは同じ

でないにしても、死んだ「人間」として、ふさわし

い尊重する必要がある。尊重は、生者であるときの

その人の存在にちなんで行われるだけではない。誤

解を恐れずにいえば、その人は生者ではなくなる

が、その変化を担う主体としては存立している。私

たちは、実際にはその人は存在しないが、単に、存

在する「かのように」振る舞うのではないのであ

る。 

 さらには、これから生れてくる人についても、私

たちは語ることができ、それを人として尊重すると

いうことが可能であると思われる。私たちの立場で

は、人とは人称代名詞によって指示される何ものか

であり、そのかぎりでは、その人について述語付け

得る生命現象はその人に帰属するものである。した

がって人間固有の能力や性質とされてきたものが発

生していない段階（胎児など）においても、私たち

がその生命現象をある人に述定され得るものとして

語るとすれば、そこには人が存在することになる。

それは時間上に存在する成長段階そのものではない

ので、厳密にいえば、その始まりを語ることはでき

ないことになろう。始まったり終わったりするの

は、そこに生起する生命現象であり、その主体とし

ての人間は、逆説的であるが時間のうちにないこと

になるからである。「ヒトが人となる」ということ

は、そのような生命現象の次元の内部で、人間固有

と見做される特徴が発生するということであり、私

たちが考えてきた意味での、主体としての人間その

ものが発生することをいうのではないというべきで

あろう。したがってここでも、私たちはそのような

人の生命現象の成長の段階によってその仕方が異な

りこそすれ、人間として尊重することが求められる

であろう。 

 生命そのものとは区別された何ものかとしての人

間をこのように立て、その尊厳を語ることの、大切

な意義の一つは、人間の尊厳と生命の尊厳のどちら

かを選ばなければならないと思われるような(極限

的)ケースである。もし両者の間に区別がないすれ

ば、人間を尊重することと生命を尊重することとは

同じであることになる。しかしもし人間というもの

について、生命とはひとまず別に語ることができ、

しかも人間が生命現象をも担う主体であると見做す

ならば、究極の選択においては、人間の尊厳の尊重

を生命の存続に優先することが倫理的に正当と見做

される場合があることになる。生命はある特定の人

についてかけがえのないものであるから、それは通
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常、最大限に尊重されるべきである。しかし見てき

たように、生命が失われても人間そのものは失われ

ないと考えるならば、究極の特殊なケースでは、そ

の人の苦しみや生の水準が非人間的なまでに低下し

た場合などにおいては、いたずらな延命は行わなく

ても人間の尊厳を損なわなくて済むことを、苦しみ

の極大や生の質の低水準に基づく理由に加えて、生

命と区別された「人間があること」の意味の理解か

ら、さらに補強することができると思われるのであ

る。 

 

 

おわりに 
 以上のように、本稿では、「人間の尊厳」と「生

命の尊厳」、あるいは「人間」と「生命」につい

て、それらに関連する私たちの日常的な言葉の使い

方を手がかりとして、それらの違いと関係を、明ら

かにすることを目指した。今回の考察はその見取り

図であり、今後、これを足掛かりとして、科学や医

療との関連等を含めて、人間や生命の尊厳の問題に

ついて、さらに掘り下げてゆきたい。 
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"Human Dignity" and "Dignity of Life" 
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Abstract 
"Human dignity" is used as a concept that serves as a basis for respecting humanity in various

aspects including medical care. There is also a position that doubts the significance of using the 

concept of "human dignity" in the discussion of bioethics, as the concept is vague. On the

contrary, in this paper, we analyze the meaning of the expression "human dignity", using the

analysis of how we use daily words, considering its characteristics in contrast with an expression 

similar to "dignity of life", we aimed to evaluate the significance of the concept of "human 

dignity" from a new perspective.  

Specifically, it is different from respect for human dignity that is vaguely identified with respect 

for life. We tried a proposal on the idea of human dignity and its respect, moreover, in bioethics, 

showing an outlook as to what it means in understanding the beginning and the end of human 

life. 
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